
 

 

社会福祉法人惠愛会 役員等報酬規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人惠愛会の役員及び評議員等の報酬等について定める

ものである。 

 

（定義） 

第２条 本規程でいう役員等とは、理事、監事及び評議員をいう。 

 

（理事会及び評議員会の出席報酬等） 

第３条 継続かつ定期的に就業する役員等の月次報酬は、個人の役割、職務内容を総合

的に勘案・評価し、別表１に定める支給基準額を評議員会にて決定し、各人に支

給する。 

２ 賞与の額は、１事業年度において月次報酬の４、７５ヶ月分を超えない範囲で評議

員会で決議する。 

３ １項に該当しない役員等が理事会、評議員会に出席したとき、その他法人業務に携

わったときは別表２に定める報酬を支払うことができる。 

 

（報酬の支払方法） 

第４条 報酬の支払いは、次のとおりにする。 

  （１）第３条１項の役員等については、毎月１日に起算し、当月末日に締め切り、

翌月１０日（当日が土・日曜日又は祝日の場合はその前日）に金融機関に振

り込む方法により支払う。 

  （２）第３条３項の役員等については、その都度現金にて支払う。 

２ 報酬の支払額は源泉所得税額を控除した額を支払う。 

 

（傷病見舞金） 

第５条 役員等が傷病により入院が継続して２週間以上に及んだときは、別表３に定め

る傷病見舞金を支給する。 

 

（災害見舞金） 

第６条 役員等が火災、水害その他不時の災害を受けたときは、その被害に応じて別表

３に定める災害見舞金を支給する。 

 



 

 

（弔慰金） 

第７条 役員等が死亡したときは、別表４の定めにより相続人に弔慰金を支給するほか、

葬儀に際して生花及び弔電を供えることができる。 

 

（親族等への香華料） 

第８条 役員等の親族等が死亡したときは、別表５に定める香華料を支給するほか、葬

儀に際して生花及び弔電を供えることができる。 

 

附 則 

 この規程は、平成 31年 1月 1日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１ 

号俸 支給基準額 

１号俸 月額   ５０，０００円 

２号俸 月額  １００，０００円 

３号俸 月額  １５０，０００円 

４号俸 月額  ２００，０００円 

５号俸 月額  ２５０，０００円 

６号俸 月額  ３００，０００円 

７号俸 月額  ３５０，０００円 

８号俸 月額  ４００，０００円 

９号俸 月額  ４５０，０００円 

１０号俸 月額  ５００，０００円 

１１号俸 月額  ５５０，０００円 

１２号俸 月額  ６００，０００円 

１３号俸 月額  ６５０，０００円 

１４号俸 月額  ７００，０００円 

１５号俸 月額  ７５０，０００円 

１６号俸 月額  ８００，０００円 

１７号俸 月額  ８５０，０００円 

１８号俸 月額  ９００，０００円 

１９号俸 月額  ９５０，０００円 

２０号俸 月額１，０００，０００円 

２１号俸 月額１，０５０，０００円 

２２号俸 月額１，１００，０００円 

２３号俸 月額１，１５０，０００円 

２４号俸 月額１，２００，０００円 

２５号俸 月額１，２５０，０００円 

２６号俸 月額１，３００，０００円 

２７号俸 月額１，３５０，０００円 

２８号俸 月額１，４００，０００円 

２９号俸 月額１，４５０，０００円 

３０号俸 月額１，５００，０００円 

 



 

 

別表２ 

 報   酬 （日額） 

理事会・評議員会出席報酬等 １０，３１５円 

 

別表３ 見舞金 

区 分 支給基準額 

傷病見舞金 ① 私傷病見舞金 

 １０，０００円 

② 業務上の傷病による見舞金 

 ３０，０００円 

災害見舞金  被害の程度により 

    １０，０００円以上５０，０００円以内 

 

別表４ 弔慰金 

対象者 支給基準額 備考 

理事長 １００，０００円  

弔電・生花 専務理事   ６０，０００円 

その他の役員等   ４０，０００円 

 

別表５ 香華料 

対象者 支給基準額 備考 

配偶者 ３０，０００円 

弔電・生花 
父母 １０，０００円 

配偶者の父母、義父母 １０，０００円 

子 ３０，０００円 

祖父母 １０，０００円 
弔電 

兄弟 １０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 


